
○親権者変更（民法819Ⅵ），面接交渉（民法766Ⅰ）など
規137の2,7の2

　　　　　　　　　　　法21Ⅰ                               　　　　規72,55

　法17 　　　　規137
　規2,3

              法26Ⅰ 規7Ⅰ,7の2等　　　　　　　　　　　　　　　法13但書

　　　　　　　規138の2

規72,74Ⅰ,52の2

○遺産分割（民法907Ⅱ）など

                                        規111

　　　　　　　　　　　法21Ⅰ

　　　　規137

 法17
 規2,3,104

　　　　　　　　法26Ⅰ   規7Ⅰ　　　       　　　　　　　　　　　法13但書

　　　　　　　　規138の2

規106Ⅰ,23Ⅰ,52の2

○離婚時年金分割（厚生年金保険法78の２Ⅱ等）

                     　特規17の8

 規7Ⅰ 　　　　　　　　法13但書

　　　法9Ⅱ
　　　規2,3
　　特規17の7

　※「法」・・・家事審判法　　　「規」・・・家事審判規則　　　「特規」・・・特別家事審判規則

主な乙類審判・調停事件の手続の流れ
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※当事者主義的運用
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　当事者間で合意ができる部
分を明確にした上で，争いが
ある部分については，当事者
から資料を提出してもらう。

　調停委員会による
事実の調査

　調停委員会による
事実の調査


